
 平成２１年９月４日（月曜日）農林水産省共用第１０会議室

 沖本 美幸（公認会計士）

 青柳 義朗（地方自治体監査委員）

 平成２１年４月１日～平成２１年６月３０日

４９８件　うち、１者応札案件１３６件

契約の相手方が公益社団法人等の案件４２件

２０件　 うち、１者応札案件２０件

（抽出率4.0％） （抽出率100％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件１５件

（抽出率75.0％）

一般競争 １３件　 うち、１者応札案件１３件

契約の相手方が公益社団法人等の案件１１件

指名競争 　０件　 うち、１者応札案件　０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

随意契約（企画競争・公募） 　６件　 うち、１者応札案件　６件

契約の相手方が公益社団法人等の案件４件

随意契約（その他） 　１件　 うち、１者応札案件　１件

契約の相手方が公益社団法人等の案件０件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）
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別紙のとおり

抽 出 案 件

委員からの意見・質問、それに対する回答等

第８回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要

（ホームページ掲載日：平成２１年１２月２１日）

意見・質問 回答等

別紙のとおり

開催日及び場所

委 員

審 議 対 象 期 間

審 議 対 象 案 件



事務局：大臣官房経理課会計監査室

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

［これらに対し部局長が講じた措置］

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし
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別 紙

委員からの意見・質問、それに対する回答等

意 見 ・ 質 問 回 答 等

○競27 農林水産省行政情報ｼｽﾃﾑ等保守業務

○18年度から20年度まで、過去３年間、同じ業 ○契約内容につきましてですが、その年、その

者が保守業務をしているのですが、契約内容に 年で、新たなシステム等が含まれておりました

ついて変化があるかどうか教えてください。 り、電子申請システム等につきましては、ご利

それから、この基本的なシステム自体は、ど 用が増えたり減ったりしておりますので、契約

ちらの業者が作成したものなのか、教えていた 内容自体は変わってきております。

だけますか。 こちらのシステムですけれども、開発業者と

基本的なことに戻ってしまいますが、複数年 保守業者ということは分けております。開発は、

契約というのができるのでしょうか。ちょっと 開発業者がそれぞれ開発するのですけれども、

教えていただきたいです。 それの保守部分のみをこの保守業務として別途

あと予定価格の積算ですね。よろしくお願い 調達しているものであります。

します。

○複数年契約につきましては、業務の内容、ボ

リュームが若干変わる可能性もありまして、そ

の年度によりまして、予算が特定できない、確

定できないこともございまして、そういった意

味から、こちらの予算につきまして、単年度で

要求をさせていただいているところです。

○予定価格の件ですが、101ページのところに

予定価格計算書、下に手書きでページが振って

ございますが、こちらの101ページのところに

予定価格計算書をつけさせていただきました。

これは、過去の実績もありますので、例えばこ

の保守管理者（正）が15人ですとか、この辺は

過去の実績から算出しております。

また、それぞれの単価につきましては、参考

見積と市況と合わせて決定しているところで

す。

○実際に、この入札公示の期間が、12月８日か

ら２月14日までと、比較的長くとられているの

で、業者は、対応がしやすかったとは思います。

ここに、解釈に不明瞭な点が見受けられたとお

書きいただいているのですけれども、私として

は、何がどういうふうに不明瞭だったのかとい

う問題点等を具体的に書いて、農水省さん全体

で共有していただく必要があると思います。共
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することによって改善するのではないかと思い

ます。

○競72 健康診断業務（単価）

○18年度以前の受注業者の状況を教えていただ ○最初の質問でございますが、18年度につきま

けますか。 しては、契約している業者が、財団法人日本が

それから、２者、説明書を取りに見えている ん知識普及協会というところでございます。

のですが、アンケートをとられたのかどうか教 それから、２番目のご質問のアンケートにつ

えていただきたい。 きましてですけれども、今回、この説明会に参

この業種自体はたくさん業者があると思うの 加したところ、それから受領業者、労働衛生協

ですが、一番競争が可能な、今まで見た中では、 会ともう１者、先ほど申し上げました財団法人

内容かなと思って見ているのですが、その点は 日本がん知識普及協会でございました。アンケ

どのようにお考えでしょうか。教えてください。 ートをお願いしたのですけれども、提出がござ

いませんでした。

ただ、別の機会にアンケートを実施しており

まして、それから聴取した結果をもとに今回対

応等々を検討したものでございます。

○今、委員からも質問がありましたが、競争が ○業者の関係でございますけれども、当初つか

可能な案件と思っています。、大企業もかなり んでおりましたのが、全国労働衛生団体連合会、

民間に委託して、任意に対象者が日にちを決め こちらに加盟している業者等をつかんでおりま

て行っているわけですよね。日赤さんとか、い して、そこを中心にいきたいというふうに考え

ろいろな病院があるかと思うのですけれども、 ておりました。

それらは専門にやっているので、そういった業

種がどうして入ってないのかが疑問です。この

点はいかがですか。

○ほかのところでも構わないわけですよね。 ○構いません。

○今回、公示期間も２月４日から２月19日とな

っているのですが、これは必ず１年に１遍はや

る話なので、もう少し、範囲を広げてやってい

ただければよろしいのではないかと思います

が、ご検討いただけますか。

○競54 生鮮食料品流通情報調査におけるデー

タの収集、編集処理等業務

○直接関係ないのですけれども、このデータと ○調査につきましては、継続して行わせていた

いうのは今後は収集されないということです だきます。ただ、今後につきましては、現在、

か。 バッチ処理で行われているデータの保存等の行

為なのですが、そこはシステム更改を今年行い
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まして、来年度から新システムになります。そ

のためにデータのバックアップ等の業務につき

ましては、システムによるオートバッチを行い

ますので、この業務自体はなくなります。

○アンケートが取れなかったのかもしれません ○この件につきましては、入札説明書を受領す

が、７者が説明書を入手しに来られて、業者さ るときにアンケートをお願いしているところな

んの反応とかというのは得られたのでしょう のですけれども、残念ながらこちらのほうもア

か。 ンケートの提出はございませんでした。

○アンケートがないのでわからないのですけれ

ども、先ほどのご説明で日曜日だったので応札

がなかったと思われるというお答えがありまし

た。こちらで推理をしても仕方がないと思いま

す。きちんとアンケートを取るようにして下さ

い。それから、これが今年でなくなるからいい

という問題ではなくて、そういった体制をきち

んとつくっていただかないと、直っていかない

のではないかと思います。

また、後のほうの案件にもいろいろ出てくる

かと思うのですけれども、統一したやり方を確

立していただかないと、そのたびごとに違う記

載になっていると困るので、その点も留意して

いただければと思います。

○競24 面積調査母集団整備における衛星画像

購入（単価契約）

○アンケートの後につけていただいた、過去３ ○はい、３者です。

年間の入札契約状況というのを拝見したのです

が、平成19年度の応札者数が３者と一応書いて

あるのですが、３者の競争入札だったというこ

とでよろしいのでしょうか。

○業者はいいですけど、とりあえず３者、この ○はい

ときは入ったと。競争が成り立ったということ

なのですが、20年度以降はそのとき応札に加わ

った業者は参加されなかったということです

ね。

○多分、経験したところが強くなっていくパタ ○複数年契約ということもあるかもしれないの

ーンだと思うのですよね。ですから、先ほども ですけれども、衛星画像を今技術的に進化して

最初のときに聞きましたけれども、こういうよ いる部分がありまして、必要最低限の仕様で発

うな特殊な契約の場合、複数年契約とかいう形 注しているところでありますが、どんどん新し
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で検討してみるのも１つのアイデアかなという い衛星が上がっていますので、新しい技術が出

ふうには思うのですが、例えば３年ごとに１回 たときに、その新しいもので入ってこられる可

やってみて、その業者に、結果としてこの業者 能性もあるということで、毎年の発注という形

になってしまったという結果になっていますの でさせてもらっています。

で、複数年契約というのも検討していただきた それから、19年の入札結果を見ているのです

いなと思います。 けれども、そのときに先ほど先生がおっしゃら

れたとおりに、今回落札されているところが一

番安く落札されているようですので、そういっ

た部分で何か業者がノウハウを持ったのかなと

いうところも考えているところです。

○グーグルとかヤフーの地図とかいろいろあり ○グーグルの画像とか、ＩＫＯＮＯＳの映像と

ますよね。母集団はどれだけあるかという、何 か、民間で撮影された画像も利用されていると

かサンプルをとるための基礎にするわけです 聞いているのですけれども、実際にそういった

ね。そうするとグーグル等は全国カバーしてい 画像を販売しているところ等にも話を聞いてい

ますね。民間の企業がこういったサービスを提 ますし、こちらのほうにも、うちのほうでこう

供するということは可能なのでしょうか。 いう事業をやっているので、機会があったらと

いう話はしています。ただ、そちらのほうは、

聞くと新規で撮影となると、相当値が張ると聞

いています。アーカイブになると、全国の写真

が必要になってくるので、そういった部分でや

はり市街地などの、商用として必要な部分のア

ーカイブしかないということで、少々うちの調

査としては足りないので、全国カバーできるも

ので、グーグルとかに載っている山間部とかの

写真については、大分古いらしいので、母集団

情報は随時新しくしていかなければいけないと

いう点では、やはり何年も前の写真というと少

々調査に支障を来してしまうと思います。

○それは、そのようなことまで調査をされて、 ○はい。いろいろ情報収集をしながらやってい

このようにされたというふうに理解していいわ て、今後の衛星の性能とかの発展を私どもも期

けですね。 待しているところです。

○ぜひそれも考えた上で、公告とか、業者呼び

込みとかということをやっていただければなと

思います。

○競102 平成21年度農林水産統計調査技術の

蓄積・継承業務

○20年度の業者さんは、どちらで、今回は参加 ○結果的に、20年度に落札した事業者が21年度

されなかったということですか。 も落札したという結果になっています。
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○タイトルが違うということですかね。 ○そうです。

○予定価格の計算書を拝見しますと、単にビデ

オをつくっているという内容ですよね。この業

者はものすごくたくさんあると思うんですよ。

中小業者を含めても。かなりレベルが高くて、

中小といえども、やはり公告の内容だとか、い

ろいろな仕様の内容だとか、工夫されれば、か

なりの競争が可能になるかなというふうに思い

ます。

○入札公示の期間が、３月９日から３月19日の

10日間で、この期間にホームページを見ながら

探すというのは非常に難しいのではないでしょ

うか。それから、もう１つは、お答えの中で、

情報提供をします等のお答えが多いのですが、

具体的にこの案件だったら、どういう情報を提

供したらいいのかというところまでお考えいた

だいておかないと、次回に生きてこないと思い

ます。

情報提供をもっとしなくてはいけないと思い

ます。この場合だったら、どういった情報提供

をしたら、業者がもっと参加しやすくなるのか

と。この抽出案件概要をつくるためというより

は、次回に結びつけるためには、この案件だっ

たらどういう情報があれば業者が応札しやすい

のかというように相手方の気持ちになって、つ

くっていただかないと、何度やっても同じ形に

なるのではないかと思います。

○競96 遺伝子組換え農作物実態調査に係る分

析業務

○入札に参加されなかった３者は結果的にはこ ○これは、いろいろ法律の中で、実際の検査、

の業務を受注できるような業者ではなかったと 分析を行っているようなところがございますの

いうふうにご説明から理解してよろしいです で、例えばその条件としてつけさせていただい

ね。そうすると、この一次、二次の検査という ております食品衛生法の関係の条件。食品衛生

ことで、よくわかりませんけれども、それが実 法第33条第１項の規定により、厚生労働大臣の

施可能な業者について、想定されていらっしゃ 登録を受けた検査機関という条件をつけさせて

るのでしょうか。 いただいたのですけれども、こういったところ

は実際平成21年５月12日現在では95機関。それ

から、ＩＳＯ９００１つまり、品質マネジメン

ト規格の認証を取得しているところなのですけ

れども、こういったところは日本で、これは食
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品というところだけで、限定する資料が確認で

きなかったのですけれども、日本全体で７万3,

000件受けているということで、そういった意

味で、検査分析をしているところは非常に多く

ございますので、こういったところに幅広く周

知していくというところが足りなかったのでは

ないかということで、今後、この関係を特に確

認しまして、進めていきたいというように思っ

ております。

○この証明書というのは、法律に則ったという ○それぞれ法律の規定なりＩＳＯの国際基準と

ことですか。ＩＳＯの認定を受けているとか、 いうことで、それを受ける際に申請して、それ

証明書の意味というのは、どういったことなの ぞれの企業に対して承認したという書類が戻っ

でしょうか。 てきますので、その写しの提出をいただいてお

ります。ですから改めて資料を作成するという

ことは要求しておりません。

○先ほどの話にありましたように、かなりの業

者があるので、これは周知の徹底の仕方次第か

なと思います。また入札公示をするだけではな

くて、積極的にこちらから打って出るというよ

うなこともしていただかないと、この期間では、

とてもとても、見落としということがあると思

うので、そのような点から直していかないと、

うまくいかないのではないかと思いますので、

よろしくお願いします。

○随45 公共調達検索ポータルサイト運用業務

○この業務は前年度から継続したような内容の ○20年から始まっています。

事業なのですか。

○初めのときでないと競争は成り立たないので

すよね。今、前提条件、協議を実施によって可

能かどうかという前提条件が置かれていますよ

ね。ですから、仕事の最初の段階であれば、い

ろいろな業者が申し込むことは可能だと思うの

ですね。一般的に、いろいろな事例を見ていま

すと。ですから、逆に言えば、こういう状況に

なってしまったら、随意契約という形でやむを

得ない状況になっているのではなかろうかと思

います。あとは金額が妥当かどうかという問題

も出てくると思いますけれども。そんな印象を

受けました。
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○まず、抽出案件概要の書き方ですけれども、 ○すみません。説明が不十分でございました。

公示期間とか、重要な点を一番上に書いておい 今回の公募の段階では明記しておりませんで、

ていただくと、非常にわかりやすいと思います。 複数者が手を挙げられましたので企画競争に移

それから、今の説明でありました日本建設情 行したときにはこの条件を明記しておりまし

報総合センターと事前に協議しろというのは今 た。翌年度はもう公募の段階からあらかじめす

回の企画競争では案件ではなかったわけです べて必要な条件を提示しようと考えています。

ね。ということは、非常に易しかったわけです

ね。それが来年度からこれをつけるということ

になると、またこれは厳しくなる。ということ

ですか。

○必要な条件をあらかじめしっかりと考えてや ○まず、技術的に例えばＢ社さんが手を挙げら

らないと、二度手間になったりしますので、そ れたとしても、そのＢ社さんの技術で実際にＢ

の点は十分考えて、何が必要なのかということ 社さんはできると思っていても、現に運用をや

を事前に決めていただければなと思います。 っている業者さんときちんとデータをやり取り

ポータルサイトを運営する企業は、たくさん できるかどうか。というものは、双方に確認し

あるのではないかと思います。事前協議しなけ ていただかないと、証明しようがございません

ればいけないものなのでしょうか。 ので、そうなると両者が技術的に可能だという

ことを業者間の合意を得た何らかの書類がいた

だければ確認できると。

○安心だということですよね。本当は、そうい

う能力がないところが応募してきてはいけない

のでしょうけれども。わかりました。

○競139 平成21年度登録調査員等講習会委託

事業

○アンケートをとられて、講師派遣が問題だと ○はい。

いう形で、分析も済まされて、これが解決され

ないと、業者さんとしては、応札できないわけ

ですから、それについて農林水産省としてどの

ような対応ができるかというところまで考えて

みていただきたいと思います。

○落札率が99.9％というのは、入札参加した人 ○はい。

の平均値をとって計算しているためにどうして

もこうなるのだという説明を毎回受けているの

で、今回の委員会では、あえて質問はしていま

せん。しかし、本当に予定価格が正しいのかど

うかが疑問です。入札参加者の数が少なかった

ら少ない参加者の価格を平均すると、どうして

も99％とか100％になってくるので、本当の妥
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当な数字というのは幾らなのかなというのがな

かなかわかりません。価格の妥当性の見極めと

いうのは何度もされているので、かなりノウハ

ウがあると思うので、十分注意していただきた

い。何故このようなことを申しあげるかという

と、この落札率を見るだけでもうおかしいねと

一般の人は思うからです。この点は注意してい

ただきたい。

それから、あとは公示期間等の記載がこの中

に入っていると非常にわかりやすいのですけれ

ども、その記載がない。それから、非常にこれ

は難しい案件だとおっしゃっていますけれど

も、確かにそうでしょう。しかし、すべての資

料は、農水省さんで提供して行うという話なの

で、先ほどのビデオの話とかもあって、どこと

どこが難しいんだということがわかれば、そこ

だけ講師の方に教えてあげれば、講師には、か

なり優秀な方がいらっしゃいますので、できな

い話じゃないと思うんですね。

何が問題で、何が難しいのかというところを

見極めて、その見極めた難しいところをどうい

うふうにすれば、一般の企業でもできるかとい

うところまで落としていかないと、アウトソー

シングはできないのではないでしょうか。

それから、ほとんど実費に近いなと思ってい

るのですが、１つ気になったのは、講師の派遣

料の見積書があるのですが、講習会担当者190

人×２回となっていますけれども、この単価が

6,000円となっているのは、１人当たり6,000円

という意味ですか。講習会担当者190人、とな

っていますが、これは、講師の方が190人とい

うことですか。

○そういうことですか。わかりました。

今申し上げたように、もしそこのところが非

常に困難であるということであれば、その困難

な部分をどういうふうにしたら、しっかりと伝

えられるのかというところを考えない限り、堂

々巡りになると感じます。

○競140 平成21年度牛肉トレーサビリティ業

務委託事業（DNA鑑定照合用サンプル採取）

○この案件は、昨年の入札監視委員会でも抽出 ○私どもとしては、特に想定するということは
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した案件だそうですけれども、過去３年間の入 ございませんけれども、やはりこの事業につき

札契約状況をつけていただいて、同じ業者だと まして、まだ法律制定が、まだ新しい法律でご

いうこと、19年度から21年度までやっていらっ ざいますので、この事業の浸透ということを今

しゃる。全くそれについて工夫というか、そう 後とも図るという意味で、公告期間をもう少し

いったものが見られていないようなご説明のよ 伸ばしてできるだけ皆さんに知っていただい

うな気がしました。 て、応札できるような仕組みにしていきたいと

それでほかにこの業務を委託し得る業者、そ いうふうに思っております。

れができそうな業者というのは、どちらか何者

か想定されていらっしゃるのでしょうか。

○公示期間とか、そういったところをしっかり ○はい。

と１枚目の紙に書いておいていただきたいとい

うことです。

それから、今の説明で少しわからなかったと

ころなのですが、と殺場から保管事業者にサン

プルが全部流れているのですよね。それで、こ

この中に書いてある、直接採取可能な照合用サ

ンプルが過半数であることという、少しよくわ

からないのは、と殺したときのサンプルという

のは、保管業者に全部あるわけですから、そう

いった意味では、そこにあるということは事実

なので、事実ですよね、保管場に全部あるわけ

ですね。

○ということは、過半数を採取するという業者 ○ここで言う過半数というのは、牛のと畜、と

なんかはないはずですね。というのは、と畜場 体と言いますが、そこから肉片を採取する行為

から全部そこにデータが、サンプルが流れてい です。それを必ず事業者が過半数以上行わなけ

くわけでしょう。 ればならないことになっています。

○と殺する人が持っていけないのですか。 ○この事業実施主体が必ず過半数の肉片を採取

して、それを照合用サンプルとして保管場所の

事業所に送ることになっています。

○そうすると、日本食肉格付協会というのは、 ○はい。

それはできるわけですね。よくわからないのは、

例えば、と畜するときに、そのデータをと畜し

た方がどこかに保管事業者に持っていくという

ことではないのですか。

○そういう形をとれば、できる話ではないので ○はい。基本的には、と畜する方はそういうの

しょうね。 を業務としていませんので、そこのご協力を得

るということが難しいです。それから、と畜場

によっては、稀にしか牛が入らない場合もござ

いますので、それも考慮しますと、やはりどこ

かの、全国的な組織が一律こういうような採取
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をしていくということが適当と考えておりま

す。

○申しわけないのですが、よくわかりません。 ○サンプルを取って、それを郵送して送ります。

日本食肉格付協会の方がと畜場に行って、自分

でサンプルを持っていってやっているわけです

か。

○そこには必ず格付協会の方がいらっしゃるわ ○はい。

けですね。

○そういう形になっているのですか。 ○はい。

○手間ですね。それも。 ○そうですね。

○そこには何か改善の余地があれば、また変わ ○私どもがそういうふうに排除しているわけで

ってくるのではないかと思うのです。従来の流 はないのですけれども、と畜場という特殊な施

れを、業務プロセスを直すことによって、いろ 設ですので、外部の方がみだりに入るというこ

いろな可能性が出てくるのではないかというふ とは難しいと思っております。

うに思うのですが、説明を聞いているだけから

だと、非常に非効率なやり方をしているなと思

います。この業者しかそういったことはできな

いという形になってしまったいのですね。

○競144 平成21年度生産資材安全確保調査・

試験事業委託費農薬的資材安全性評価情報整備

事業（農薬の急性参照用量（ＡＲｆＤ）に関す

る残留性試験

○過去３年間の入札契約状況をつけていただい ○アンケート調査をつけておりますけれども、

て、平成20年度が２者の応札者があった。もう こちらが前回20年度に応札した業者、分析機関

１者の方はどんな業者で、今回はなぜ入札され なのですけれども、こちらによるアンケート調

なかったか。 査の回答でございます。

22ページをご覧いただきますと、今回入札に

参加されなかった理由がここから見てとれるの

ですけれども、この業者は分析機関ということ

で、農薬散布を行う機関が入札に参加し、我々

がその分析業務を行うというような仕組みのほ

うが参加しやすいのではないか。やはり少し分

析機関だけでは農薬のサンプルというような知

見がないために、単独で参加するのは少し難し

いということで、今年度は応札しないと判断さ

れたようです。
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○その１者はそうだったのでしょうけれども、 ○現状では落札した財団法人と昨年度応募のあ

競争が成り立つというのは、２者でやっていた ったところぐらいなのですけれども、ただいま、

だければいいという話ではなくて、多数の業者 国の認定制度でGood Laboratory Practice、略

に加わっていただくのが一番望ましいわけです してＧＬＰ と言いまして、毒性試験や残留試

から、ほかには受注可能な業者が何者もたくさ 験を適正に実施できることを認定する仕組みが

んありますよというような状況なのでしょう ございます。信頼できる分析機関、試験研究機

か。 関であるということを認証する制度で、これは

まさに民間の試験研究機関、分析機関に取得し

ていただくようにその普及に努めているところ

でございまして、このＧＬＰの適合を受けたと

ころが増えてきますと、今後は１者応札だけで

はなくて、民間のＧＬＰ機関も入札に加わって

いただけるものと思っております。

○ここのページにも、公示期間等を皆さん統一

して入れていただくと助かります。

それから、今お話がありましたように確かに

難しいでしょう。難しいのであれば、認証機関、

ＧＬＰをつくるのを待つまでに、どういうふう

にやればよいか、一般の優秀な会社があるはず

ですから、そこが参画できるのかということを

お考えいただかないと、これは難しいのだとい

う常にそれだけで通ってしまう。そうではなく

て、難しいのだから、どういうふうな工夫をす

れば、一般の業者も入ってこられるのか。

特に、今回は、アンケートの中でも１つの提

案みたいなものがあるわけですから、そういう

どうすればできるのだということをお考えいた

だかないと、これは難しいと言われてもなかな

か一般の国民は納得できないのではないかと思

います。

○随48 平成21年度日本食・日本食材等海外発

信委託事業（「WASHOKU-Try Japan’s Good Foo

d」事業及び品目別等広報活動

○質問というか印象ですけれども、アンケート

を取られて、一応分析をかなり綿密にされてい

まして、有益なアンケート結果だったかなとい

うような印象を受けました。ぜひ、分析された

内容を予算が獲得できなければ新たなこういっ

た契約もできないのでしょうけれども、ぜひ生

かしていただきたいと。期間だけではなくて、

いろいろなことが書いてありますので、他の業
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者が受注可能なようなことを検討をしていただ

きたいなというふうに思います。

○今のアンケートの件ですが、自由記載がほと ○基本的には、ホームページ、それからご提供

んどありません。なるべく書いていただいて、 いただいた方々には全部フィードバックしてい

忌憚のない意見をいただければなと思います。 ます。実際に実施した大使館もその後のフォロ

それから、公示期間が短いと、恐らくジェイ ーアップということで、トライ事業のフォロー

コムさんは知見があるので見ているのでしょう アップチームというのをつくっていただきまし

けれども、他の企業は見落としている可能性も て、例えば商品の引合いとかが来たら、その産

あります。何か工夫としては、今おっしゃった 地とかメーカーの方に情報が行くように、そう

ように、もし公示期間が長ければ、自分の知見 いったところまで今考えているところでござい

がなければ、どこかとコンソーシアムを組んで ます。

くださいとか、そういったことを言いながら発

信することも可能かと思います。そのような工

夫をしていかないと、せっかくやっている一般

競争入札がなかなか浸透していかない。１者だ

けに任せていると新たな発想が出てこないので

はないかという気がいたします。

興味があるのですが、この報告の結果は、ど

ういうふうに生かされているのですか。

○実際にはそういった引合いなどあるのです ○実際に商談までつながったのはないのですけ

か。 れども、引合いは数多く来ております。

○随67 平成21年度海外日本食優良店調査・支

援委託事業

○質問というより印象なのですけれども、この ○わかりました。

ＮＰＯ法人自体が、先ほどご説明いただきまし

たように、日本食レストラン推奨計画からつく

り出された法人であるということですね。そこ

が受注できるような仕組みだったのかなという

印象を受けましたことと、先ほどから委員長が

言っていましたように、公告等の期間、明記し

ていただきたかったなという気がします。

○先ほど、アンケートが集まってないとおっし ○申しわけございません。

ゃったのですが、随分時間がたっています。公

示の応募要領配布期間は３月31日までです。そ

れからもう９月なので、随分時間がたっている

なということですが、アンケートがまだ集まっ

ていないということですか。

○それから、やはりレストラン、私も海外に６ ○日本食レストランばかりじゃなくて、そうい
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年いたので、日本レストランに随分行きました う洋食の食材を利用した現地のレストランでも

けれども、こういうことをやることによって、 構わないと思っているのですが、今まではどち

日本の輸出が本当に増えるのかなというのが非 らかと言いますと、普及啓発活動が正直言って

常に個人的な意見ですけれども、難しいのかな 中心だったと思います。これで事業が３年目を

と思いますね。 経過しまして、外食事業者をターゲットとした

日本産食材の輸出促進を進めていきたいと思っ

ております。なぜかと言いますと、やはり大口

は小売業とかレストランとか、そういったとこ

ろが大口だと思います。

食品製造業もあるかと思いますが、そうした

大口のところをターゲットに絞りまして、まだ

まだ輸出したいというところが国内にもあると

思いますし、そしてまた海外の実需者を結ぶ、

より実践的な事業に今後は変えていきたいとい

うふうに思っております。

○もう１つ、ほかの案件ではどんな企画書が出 ○先ほど国際部から説明がありましたが、政策

たかというのが添付されているケースがありま 目標として農林水産物・食品の輸出額を平成２

す。この委員会の趣旨ではありませんが、その ５年までに１兆円規模とするということで、そ

結果がどういうふうに生かされているのかとい のうちの何割かレストランへの輸出かと思いま

うのは、今後問われると思います。 すが、なかなかそういう細かい点まで把握でき

どのような企画が出たのかなというのはちょ ないところで事業をやっているものですが、し

っと興味があるところです。 かし、国際部でつくっている重点品目もござい

ます。それはまさにレストランへの事業につな

がってくると思っておりますので、勉強しつつ

やっていきたいと思っております。

○25年に２兆円でしたね。 ○１兆円です。

○競148 平成21年度草地開発整備事業計画設

計基準改訂調査委託事業

○この事業は何年間の事業ですか。 ○今年からやっております。

○21年度とうたっていますけれども、この草地 ○今年契約しているものと去年のものとは内容

開発整備事業計画の設計基準改訂ということに が異なります。去年、一昨年は、事業効果で契

関しては、過去の契約相手方に18年度から同じ 約を行っております。今年は、全体の設定基準

業者がというふうに書いてありますけれども、 の見直しということで今年から３カ年計画でご

継続した同じような内容の事業なのですか。 ざいます。

○今年から３カ年。 ○同じ設計基準でございますが、内容が異なっ

ているということです。ちなみに、総合評価を

行いましたけれども、去年は２者応札でござい

ました。今年は、３月ということで１者になっ
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たということです。

○まず、しっかりと公告期間を１枚目に書いて ○はい。去年、応札した者に。

いただきたいということと、ヒアリングの結果

が文章として残してほしいということです。ア

ンケートか何かをとられたわけですよね。

○電話で聞かれたわけですか。 ○そうです。書面ではありません。

○そのメモか何か残しておいていただければと ○いや、そんなことはありません。なるべく今

思います。それから、この事業は年度末にやら 年早めに契約したいということで、昨年度から

ないといけない事業ですか。 公告を行って、年度初めに契約を行いました。

○先ほどの年度末で応札できなかったという話 ○この調査では、少々難しいところがあります。

もありました。もし、この案件が年度末にやら 一定のルールをしてやるとか、そういう基準が

なくていいとかということであれば、いろいろ 省内で統一されればそれに従いたいと思いま

工夫して、応札をしやすいようにしていただき す。

たいなと思います。

それから、落札率が100％になっていますが、

これは前から申し上げているように応札者が出

してきたものを予定価格にしているから仕方が

ないのですけれども、何とかならないかなとい

う気はします。

積算するのは非常に難しいとは思うのですけ

れども、言い値ですよね、言ってみれば向こう

の。参考価格がそのまま予定価格になっている

から、一致してしまうので、やむを得ないと思

うのですけれども、その点も何か工夫の余地は

ないですか。そうでないと、１者しかいなかっ

たら、参考価格であっても、それが予定価格に

なってしまうというのはわかりにくいですよ

ね、一般的に見ると。その点、何か工夫ができ

るような、しようがないものは仕方ないので、

やむを得ないのですが、何かその点の工夫がな

いといつも落札率100パーセントだと言われて

しまうと、誤解を招きます。工夫がいるかなと

いう気はいたします。

○競145 平成21年度環境保全機能を活用した

草地整備手法確立調査委託事業

○複数年契約というのは可能なものなのでしょ ○今年も先ほどの設計基準を３カ年で設計して

うかね。例えば、機械整備というのは、５年間 いまして、実はそういった検討も多少行ったの
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ぐらい機械を備えなければいけないので、５年 ですけれども、少々事業費を削いでまして、検

ぐらいの契約期間がないと請求するコスト負担 討途中半ばということになっております。ちな

に耐えられないということで、長期的な契約で みにこちらのほうは最終年だったものですか

ないとなかなか新規の業者が入り込むことがで ら、検討できませんでした。

きないですね。

要するに、金額をまとめるとか、ボリューム

をまとめると他の業者が入りやすいという話を

聞いたことがあるのですね。例えば地域を増や

すとか、この契約は違うでしょうけれども、地

域を増やして、契約金額を増やすとか、あるい

は複数年にして金額を３年間なり５年間で回収

ができるような仕組みになる、というと、新規

業者が入りやすいという話を聞いたことがあっ

て、少々この業態的に言うと違うのかもしれま

せんけれども、参考にしていただきたいなと思

います。

○これは、受けられているところが、再就職役 ○内容が少々専門技術的なところがあるようで

員が５人もいらっしゃるところで、これ以外に ございまして、去年応札した者に聞いたところ、

はできないということでしょうか。 ３月だったということも１つあるのですけれど

も、あとは非常に技術的な草地整備という技術

の中で、なかなか特に最終年だったので、とい

うことでした。

○なるべく工夫していただいて、一般の方々で ○来年度になりますが、予算が決まりましたら、

も入れるような、工夫を考えていただきたい。 入札、公告期間を長くして、また公募の締切り

そうしないと、この入札等監視委員会の議論も、 までひと月ぐらいを目途にとりまして、十分な

いつも同じになってしまいます。せっかく委員 環境を整備して入札をやっていきたいと考えて

会をやっているので、これはどういうふうにす います。

れば民間が入ってこやすいのかなという見方を

していただかないと、前に進んで行かないので

はないかと思います。その結果、どうしても駄

目だというのであれば、仕方がありませんね。

○競158 平成21年度気候変動に伴う農地に関

する影響評価調査委託事業

○質問というか印象ですけれども、アンケート ○はい、わかりました。

にはいろいろな業者に書いていただいて、分析

されて、ある程度状況がわかって、よかったと

思うのですが、それぞれのところでその他とい

うところで、括られているところ、特に（６）

の当該契約について改善すべき点のところで

は、３業者のところが、その他になっています
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が、具体的にその他の内容、どのように改善す

べきかになると、ある程度、書いておいていた

だきたいなと。

どんなことを業者の方が言っていらっしゃる

のかということを知りたいものですから。とい

うのをお願いしたいなと思います。

○これは気候変動に伴う農地に関するというこ ○仕様書等から提案書を出していただいた中で

とですから、気候と農地は両方ともあるかと思 は、その辺の技術はあると確認しております。

います。それで、気象協会さんは、知見は、そ

の農地についてはあったのでしょうか。

○そうですか。ちょっと奇異に感じるのは、気 ○わかりました。

象協会さんがその辺までどうして知っているの

かなという話と、気象協会さんが知っているの

であれば、ほかのところも当然知る立場にある

のではないかということです。どういうきっか

けで気象協会さんが農地のところの知見まで持

っていたのだろうかなと。

逆に言うと、気象協会さんがもしお持ちであ

れば、ほかのところも持つ可能性があるのでは

ないのかなということです。

ですから、調べていただけるとすれば、気象

協会さんが総合評価で選ばれたときに、どうい

うふうにその農地の知見を獲得されたのですか

というふうに聞いていただくと、ほかのところ

の参考にもなるのかなと思います。

企業秘密だと言われてしまうと難しいかもし

れませんけれども、気象協会さんと直接結びつ

くような知見ではないですので、ほかのところ

でもできるのかなと思いました。

改善するとすれば、知見がないというところ

はそのように改善できるだろうと思います。

気象のところについては、今はもう気象予報

士もたくさんいますし、ウェザーの専門会社も

あります。それらの企業は、どこが気象協会さ

んと違っているのか。それらの企業ではなくて、

気象協会さんだけができてしまったのだろうか

ということが非常に気になります。

○随113 平成21年度温室効果ガス環境影響評

価検討委託事業

○こちらももう印象だけ、質問というより印象
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だけ述べさせていただきます。

アンケート調査、３者の方から入手されて、

分析ができたということで、今までの契約、入

札を改善する手掛かりを得られたなという印象

を受けました。 ぜひ改善していただいて、競

争が進むような形で入札を行っていただきたい

と思います。

○随110 平成21年度革新的農業技術習得支援

事業（研修実施）

○あまり大きな金額ではないのですけれども、 ○契約に係る予定価格が少額の場合等には随意

金額基準で随意契約ができるとかという定めは 契約が可能です。契約の種類により随意契約が

特にないのですか。 可能な予定価格の額は異なり、例えば役務契約

においては、予定価格が100万円を超えない場

合に随意契約ができます。

○それを超えている。 ○この案件の場合は、いま申し上げました少額

による随意契約ではなく、企画競争を行って選

定された相手方と随意契約を行っているもので

す。

○これは、最後にあった有機農法等、民間等で ○ここの研究所で開発しました技術を普及指導

開発された先導的な技術にかかわる案件です 員に対して研修しているところです。

ね。微生物応用技術研究所というのは、どのよ

うにして民間が開発したものを認識しているの

でしょうか。

○そうすると。 ○独自の技術です。

○独自の技術ですか。そうするとこれは、ほか ○ええ、そうですね。有機農法もいろいろある

にはないのかもしれませんね。 ようです。

○なるほど。有機もいろいろあるということは、 ○その団体によって技術が違うようです。

微生物応用技術研究所が開発したもの以外の有

機もあるわけですね。

○今回は、ここが開発したものなのですね。 ○はい、そうです。

○競162 平成21年度放射能調査研究委託事業

○この独立行政法人の農業環境技術研究所、こ ○家畜の部分は、畜産草地研究所のほうにお願

の３つとももともと知見があったのですか。 いをしている部分がございます。
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○家畜のほうというのは、図では１のほうです ○そうです。

ね。

○これは他のところに頼んでいるわけですね。 ○そうです。

○再委託しているわけですね。そうすると、彼 ○その１番目、２番目も３番目も家畜でもやっ

らができるのは、この２番目と、先ほどもう１ ておりますので、２本やっているという形にな

つ、ミサイルが飛んできたときの３番目の、こ ります。

の２つは彼らができるわけですね。

○そうすると、２つの企業でなっているという ○はい、そういうことです。

ことですね。

○これを単独でできる企業というのはないかも ○結局、プレーヤーは多分変わらないという気

しれないが、これを２つに分けたり、３つに分 はいたしますけれども。

けたり、コンソーシアムを組んでやっていただ

くということになればできるところはあるので

しょうか。

○変わらないような気はするかもしれませんけ

れども、実際に本当にそうかどうかというのは、

やってみないとまたわからないところがありま

すので検討の価値はあります。

そういった工夫もやっていただかないと、こ

こが全部できるような感覚で聞いていたのです

けれども、この研究所も自分の得手、不得手と

いうのがあるので、組み合わせてやるというの

がありますね。今後も先ほどおっしゃったよう

に、また新たな技術とか何かが出てくる可能性

があるので、そこを注目して、なるべく入札が

増えるようにしていただければと思います。

○随147 平成21年度新たな農林水産政策を推

進する実用技術開発事業における研究課題の進

行管理等に係る業務委託事業

○質問というか印象で、いろいろアンケート調 ○はい、課題ごとに審査いたしまして、評価委

査を参考にしながら、いろいろ工夫していただ 員のほうから、この課題についてはどれくらい

くということで、今後とも入札の改善をやって の、課題提案者からこれぐらいでやりたいとい

いただきたいと思います。 うのがあるのですが、中身を見て、これぐらい

が適当であるという答申と言いますか、査定を

受けまして、それを研究者のほうに配分すると

いうことをしております。
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○この8,700万というのは、ここの農林水産技 ○そうです。

術情報協会への手数料ですね。去年もやったよ

うな気がするのですけど、全体の研究費があっ

て、その配分などもやるのですよね。

○そうすると農林水産技術情報協会というのが ○今のところは、先ほどご説明しました一番最

かなりそういった知見を持ってないといけない 後でございますが、基本的に１者でやれるよう

のですが、当然ここはそういったものをお持ち なノウハウ、知見は持っております。

ですか。

○１者で全部できるわけですか。 ○はい。もし、仮に新しいところにしていただ

くということであれば、委託契約でございます

ので、その情報協会が持っている長年蓄積した

ものは、国の財産としてご提供することはでき

ますので、そういった中でスタートをしていた

だくということは可能なのですが、先ほど申し

ましたように、なかなか課題数が多ございまし

て、こういった民間の３者の方々も、こういっ

たことはやったことがあるのだけど、こんな大

きい課題数はやったことがないとおっしゃって

いるのですね。

少しずつ慣れていただく、というのは失礼な

のですが、やっていただく分は、工夫しながら

やっていきたいという希望は持っております。

○そうすると、ほかのところには、農林水産技 ○はい。

術情報協会と同じようにやるためにはどういっ

たノウハウがあるかというのも当然、競争入札

するときには開示してあげるわけですね。

○恐らく農林水産技術情報協会が最初なさった

ときは試行錯誤しながらされたのだと思うの

で、先行者利得はあるのですけど、そういった

工夫をやることによって、競争性を高めていく

というのは、考えていらっしゃるということで

すね。

○随322 外国雑誌「AgBiotech Reporter 」ほ

か84点

○これは、雑誌代ですよね。 ○はい。

○例えば、我々が至近な例で話すと、我々が購 ○含まれていると思います。それでなければ、
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入するときに定期購読するために幾らという定 各者で金額が違うということはないと思いま

価が決まっていますよね。この724万2,007円と す。

いうのは、雑誌の購入価格プラス書店の手数料

が含まれているのでしょうか。

○雑誌であれば一物一価のような気がします。 ○そうです。業者さんに定価証明も出していた

例えば、この雑誌は幾らと決まっていますよ だいているのですけれども、それに基づいて手

ね、普通は。それプラス手数料なので、結局は 数料を上乗せして、その当時のレートで予定価

手数料の差額、比較になってくるのでしょうか。 格を立てているのですが、そのレートのトレン

あるいは為替レートが違うから変わるとか。 ドとかそういうものを業者さんのほうは検討し

た上で、見積金額を出しています。

決して赤字になるわけにもいかないでしょう

から、あとは輸入コストも上乗せした上で、見

積価格を出しています。

○これは、農水省さんで申し込むことが難しい ○そうですね。専門業者になりますので、アメ

から頼んでいるということですか。 リカのみならずロシア、中国、ＥＵ諸国、すべ

てありますので、少し対応が難しいということ

です。

○対応ができる会社も少ないかもしれません ○そうですね。20年度は９者に見積をお願いし

ね。 ております。昨年と結果は全然変わってきてお

ります。

○随意契約というよりは、その中の価格で競争 ○それで先ほど説明させていただいた予算の裏

するということの一般競争でもできないのでし 付け云々というところがあったのですけれど

ょうか。 も、あくまでも誘引ですので、今年度からこの

９月に公募を行いまして、11月上旬に入札設定

というスケジュールで考えております。
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